
別紙様式第３号

千 百 十 万 千 百 十 円

令和　　　　年　　　　月　　　　日

住所

入札者 名称

氏名 印

宮崎県企業局長　　松浦　直康　 殿

契 約 の 期 間 　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

入 札 保 証 金 額 　企業局会計規程第８８条第２項により免除

内　　訳

1

（発）企業局
（着）綾町ふれあい合宿ｾﾝﾀｰ

小型タクシー

（発）古賀根橋ダム
（着）企業局

区　　間 車　　種 数量 単　価 予定数

小型タクシー １回

　（綾町を経由）

企業局と古賀根
橋ダム間

　（綾町を経由）

入　　札　　書
入 札 金 額

契 約 の 内 容 　タクシー借り上げ契約（単価契約）

履 行 の 場 所 仕様書のとおり

合　　計

（発）企業局
（着）古賀根橋ダム

小型タクシー １回 1

１回 35

（発）綾町ふれあい合宿ｾﾝﾀｰ

（着）企業局
小型タクシー １回 35

企業局と綾町ふれ
あい合宿センター

間

（発）古賀根橋ダム
（着）企業局

小型タクシー １回 1

（発）企業局
（着）古賀根橋ダム

小型タクシー １回

（発）古賀根橋ダム
（着）企業局

小型タクシー １回 1

1

（発）企業局
（着）古賀根橋ダム

小型タクシー １回 1

　上記金額に１００の１１０を乗じて得た金額をもって受諾いたしたいので、御呈示の設計書、仕様書、契約条項（請負条項）及び
企業局会計規程（平成14年宮崎県企業局企業管理規程第６号）並びに御呈示の事項を承知して入札いたします。

（発）寒川ダム
（着）企業局

小型タクシー １回 40

40
企業局と寒川ダ

ム間

（発）企業局
（着）寒川ダム

小型タクシー １回

1

（発）田代八重ダム
（着）企業局

小型タクシー １回

（発）企業局
（着）田代八重ダム

小型タクシー １回

（発）企業局
（着）田代八重ダム

（発）田代八重ダム
（着）企業局

小型タクシー

小型タクシー

11回

1回

1

1

企業局と田代重
八ダム間

　（多良木町及び林道
槻木南線を経由）

企業局と熊本県と
の県境周辺間

　（多良木町及び林道
槻木南線を経由）

（発）企業局
（着）熊本県との県境周辺

（発）熊本県との県境周辺

（着）企業局

小型タクシー

小型タクシー

1回

1回

1

1

小型タクシー

小型タクシー

1回

1回

1

　（多良木町を経由）

企業局と古賀根
橋ダム間

企業局と古賀根
橋ダム間

　（多良木町及び林道
槻木南線を経由）

企業局と熊本県と
の県境周辺間

　（多良木町を経由）

企業局と田代重
八ダム間

　（多良木町を経由）

（発）企業局
（着）熊本県との県境周辺

（発）熊本県との県境周辺

（着）企業局

1


